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議会運営委員会 

     

日 時  平成２８年１２月１３日（火）午後  時  分から 

     場 所  第３委員会室 

 

 

１ 追加議案の概要説明について 

（１）概要………別添 

 

２ １２月１５日（木）本会議の議事について 

（１）議事日程 

  第１ 一般質問 

第２ 第１号議案から第３３号議案まで（質疑、付託） 

第３ 第３４号議案及び第３５号議案（提案理由説明、質疑、付託） 

第４ 請願審査について（付託） 

（２）質 疑 

  ○日程第２：質疑順序 ①     ②     ③     

※一括方式で３回を限度とする。 

  ○日程第３：通告不要 

※一問一答方式で先に項目数を述べ、１項目３回を限度とする。 

    項目の制限はないが、概ね３項目以内とする。 

（３）付託先 

  ○別紙付託表のとおり 

（４）請 願 

  ○３件、別紙請願文書表のとおり 

※付託表、請願文書表は１５日 議場へ持参 

 

 

【裏面につづく】 
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３ 陳情・要望について 

○平成２８年５月２８日に開催された議会報告会での質問事項に関する要望書 

【別紙№１】＜議会運営委員会＞ 

 

４ 意見書案について 

○提出期限 １２月２０日（火）常任委員会終了時 

 

５ 議会基本条例の検証及び見直しについて 

（１）議会報告会意見対応等について（広報広聴会議報告）【別紙№２】 

（２）政策研究会（規定・運用案）について【別紙№３】 

（３）議会運営委員会答申（案）について【別紙№４】 

（４）運用基準の見直しについて【別紙№５】 

 

６ 議会基本条例の一部改正について 

（１）改正案の確認【別紙№６】 

 

７ 委員会条例の一部改正について 

（１）改正案の確認【別紙№７】 

 

８ その他 

○委員会の日程について 

 ・１２月１６日（金）午前１０時～   総務文教常任委員会 

 ・ 〃 １９日（月）午前１０時～   環境厚生常任委員会 

 ・ 〃 １９日（月）午後２時３０分～ 京都スタジアム（仮称）検討特別委員会 

 ・ 〃 ２０日（火）午前１０時～   産業建設常任委員会 

○次回議運・幹事会等の日程について 

  ・１２月２１日（木）午後１時～    議運正・副委員長事前調整 

・    〃     午後１時３０分～ 議会運営委員会・幹事会 



平成２８年１２月定例会議案付託表（その１） 

 

付託委員会 

 

 

議案番号 

 

 

件                           名 

 

総務文教 

 常  任 

 

１ 

 

９ 

 

 

１０ 

 

 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 

 

 

２１ 

 

２２ 

 

２３ 

 

２４ 

 

２５ 

 

３１ 

 

 

平成２８年度亀岡市一般会計補正予算（第３号） 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

亀岡市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

亀岡市立義務教育学校設置条例の制定について 

 

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について 

 

ガレリアかめおかに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市薭田野生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市大井生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 
 

亀岡市西別院生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市河原林生涯学習センターに係る指定管理者の指定について 

 

京都地方税機構規約の変更について 

 

環境厚生 

 常  任 

 

１ 

 

２ 

 

５ 

 

８ 

 

２６ 

 

 ３２ 

 

 

平成２８年度亀岡市一般会計補正予算（第３号） 

 

平成２８年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成２８年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２８年度亀岡市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

ふれあいプラザに係る指定管理者の指定について 

 

国民健康保険南丹病院組合規約の変更について 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

付託委員会 

 

 

議案番号 

 

 

件                           名 

 

産業建設 

常  任 

 

１ 

 

３ 

 

４ 

 

６ 

 

７ 

 

１５ 

 

１６ 

 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

２０ 

 

 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 

 

３０ 

 

３３ 

 

 

平成２８年度亀岡市一般会計補正予算（第３号） 

 

平成２８年度亀岡市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成２８年度亀岡市地域下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２８年度亀岡市上水道事業会計補正予算（第２号） 

 

平成２８年度亀岡市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

亀岡市農業委員会の委員等に関する条例の制定について 

 

亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の制定につ

いて 

 

亀岡市宅地開発等に関する条例の制定について 

 

亀岡市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

亀岡市駅前送迎用スペース管理条例の制定について 

 

亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

亀岡市土づくりセンターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市農業公園に係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市食肉センターに係る指定管理者の指定について 

 

亀岡市都市公園（３３箇所）に係る指定管理者の指定について 

 

土地改良事業（災害復旧事業）の施行について 

 



平成２８年１２月定例会議案付託表（その２） 

 

 

 

 

付託委員会 

 

 

議案番号 

 

 

件                           名 

 

総務文教 

 常  任 

 

３４ 

 

 

３５ 

 

 

亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 



請   願   文   書   表 

                                                                                                                （２８年１２月定例会） 

受理 

番号 
受理年月日 件      名 請 願 者 紹 介 議 員 要             旨 所管委員会 

３ 平成２８年

１２月５日 

京都スタジアム（仮称）

に関する施策につい

て、議会が積極的に調

査および議論を行い、

その内容を広く市民に

伝えることを求める請

願 

亀岡市突抜町３８－６ 

 

かめおか・つながるーぷ実行委

員会 

代表 中川 貴美子 

酒井安紀子 （請願の要旨） 

① 駅北区画整理事業用地を買収する前に、アユモドキに

限らず、市民生活に影響を及ぼす全てのこと（財政、治

水、交通渋滞等）についても議会で積極的に調査し、根

拠に基づいて深く議論し判断されることを請願します。 

② スタジアムのための新たな用地買収に関する議案に

ついて判断される前に、議論の内容を広く市民に伝えて

ください。 

 

（請願の理由） 

スタジアムが建設されることにより、亀岡のまちづくり

や市民の生活にどのような変化がもたらされるのか、未だ

によくわからない、というのが多くの市民の意見ではない

でしょうか。 

議会は平成２５年に市民の直接請求による住民投票条

例案を否決しました。住民投票をせずに、スタジアムにつ

いては議会でしっかりと議論していくということでした。

しかし、その後、どのような議論がされているのか、私た

ち市民にはなかなか見えてきません。平成２６年に、約１

４ｈａの最初のスタジアム用地を買収するための財産取

得議案が可決される際の会議録を見ても、わからないこと

が多いままで可決されたように見えます。 

今年（平成２８年）の９月定例会では、議員請求による

住民投票条例案が出されましたが、「スタジアムに関する

内容は現段階では未確定な部分が多く、十分な情報が提供

されておらず、投票の際に慎重な判断ができないため実施

するべきでない。」「住民投票を実施した場合、市民から負

託を受けた議員としての責任を果たすことができない」な

どの理由で否決されました。 

未確定な部分が多く、十分な情報がない状態で、新たな

用地を買収し、多額の市債を抱えることは、亀岡市民とし

て大きな不安を感じます。新たな用地は、アユモドキ等の

保護の観点から環境保全専門家会議の座長が提案したも

京都スタジ

アム（仮称）

検討特別委

員会 



ので、アユモドキ以外の論点は検討されていません。買収

したもののスタジアム建設には使えなくなった最初の用

地のような失敗を繰り返さないでほしいと願っています。

そのためにも、議論に必要な情報を、市や府から提供され

るのを待つのではなく、議員の皆様が積極的に集め、はっ

きりした根拠に基づいて議論した上で判断してください。 

また、どのような議論がなされた結果であるのか、市民

が十分納得できるように説明をしていただけますよう、併

せて請願いたします。 

 

地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請願

書を提出します。 

 



請   願   文   書   表 

                                                                                                                （２８年１２月定例会） 

受理 

番号 
受理年月日 件      名 請 願 者 紹 介 議 員 要             旨 所管委員会 

４ 平成２８年

１２月５日 

亀岡市私立幼稚園就

園奨励費補助金の国

基準維持を求める請

願 

亀岡市篠町篠上中筋４７－１

篠村幼稚園内 

 

口丹波私立幼稚園ＰＴＡ連合

会 

会長 出藏 裕子 

 

亀岡市安町小屋場３１ 

安町幼稚園内 

 

口丹波私立幼稚園協会 

会長 野波 雅紀 

堤  松男 

田中  豊 

木曽 利廣 

藤本  弘 

（請願の要旨） 

亀岡市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（昭和４

８年９月２０日告示第３０号（平成２８年７月１日施

行））に対して、毎年文部科学省が示す国基準を維持し、

減額無く交付されますようお願い申し上げます。 

 

（請願の理由） 

 私立幼稚園就園奨励費補助金は保護者へ直接手渡す補

助金です。公私幼保間の保護者負担および公費負担の割

合は変わらないままです。平成２７年度の園児１人あた

りの保護者負担は市立幼稚園が６６千円に対して私立幼

稚園１１７千円（就園奨励費を加算して）、経常経費にか

かる園児１人あたりの亀岡市負担は市立幼稚園６０３千

円に対して私立幼稚園８４千円と、市の負担は市立幼稚

園の１／７で運営をしています。 

 私共は、乳幼児期を愛情豊かな家庭や人間関係の中で

過ごすことによって、社会生活で自立することや、家庭

を築き、子どもを産み育てることに幸せを感じることが

出来ると確信しております。そして私立幼稚園は学校教

育としての公共性と使命の重大さを充分に認識し、教育

環境の充実、教職員の資質向上および待遇改善、そして

保護者負担の軽減において、主体性を持って出来る限り

の経営努力を今後も続ける所存です。 

 亀岡市から幼児教育と子育ての支援の在り方を全国に

向けて発信すべく、私共はより大きな視野に立ち、社会

的使命を全うしていきますので、是非とも毎年国基準通

りの就園奨励費補助金を減額せず維持してくださいます

よう、何卒お願い申し上げます。 

 

地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請

願書を提出します。 

 

総務文教 

常任委員会 

 

 



請   願   文   書   表 

                                                                                                                （２８年１２月定例会） 

受理 

番号 
受理年月日 件      名 請 願 者 紹 介 議 員 要             旨 所管委員会 

５ 平成２８年

１２月５日 

中途失聴者・難聴者に

対する公職選挙のバリ

アフリー実現を求める

意見書の提出に関する

請願 

京都府南丹市園部町美園町

７－２１－１４ 

 

京都聴覚言語障害者の豊か

な暮らしを築くネットワー

ク口丹ブロック委員会 

委員長  氏家 康博 

堤  松男 

田中  豊 

木曽 利廣 

藤本  弘 

（請願の要旨） 

中途失聴者・難聴者が、国民と同様に自由に政治参加できるよ

うに、情報保障及びコミュニケーション手段を制約している公職

選挙法並びに関係法令の改正を求めること。 
 
（請願の理由） 

 近年、高齢社会の進行に伴って老人性難聴者が増加しており、

７０歳以上の約５割以上が難聴だとも言われております。従来の

中途失聴者・難聴者の方を含めると、全国で約６００万人の方が

おられると予想されます。 

 こうした中途失聴者・難聴者にとって、現在の公職選挙法では、

政見放送に字幕を挿入することが認められず、基本的人権の一つ

である参政権や知る権利が不当に制限されている状況です。 

 我が国におきましては２０１３年１月に「障害者の権利に関す

る条約」第２条においても、「意思疎通」の手段として、言語、文

字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやす

いマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の

補助的及び代替的な意思疎通の形態と定義がされており、公職選

挙法におけるバリアフリー化の対応が求められます。 

 こうした観点から、公職選挙においても、手話と要約筆記は同

等に扱うべきであると同時に、個人演説会における手話や要約筆

記も選挙活動と理解すべきではなく、あくまで「情報の保障」「聞

こえの保障」であると考えるべきであります。 

 現在、障害者差別解消法の下で、関係法令の改正が順次行われ

ています。私たちの要望を反映させるよう、下記の通り公職選挙

法並びに関係法令が速やかに改正されることを要望します。 

１．政見放送における手話通訳と同時に字幕を挿入すること 
２．個人演説会において手話や要約筆記が利用しやすい環境を整

えること 
 

地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請願書を提

出します。 
 

総務文教 

常任委員会 

 





議会報告会意見対応等について（広報広聴会議検討結果） 

 

検討事項 検討結果 

①「説明責任を果たす」に関して 

（課題点） 
当日、参加者の意見に対して回答できない場合、ま

た、議員個人の見解を問われた場合等における対応に

ついて整理すべきである。 
仮に後日回答すると発言した場合、いつまでに、誰

がどのように回答するのか。 
（方向性） 
 後日回答とする場合や自治会・参加者から回答を要

望される場合等の取扱いを明確化すべきである。ま

た、議員個人の見解等を問われた際の対応も明確化す

べきである。 
 

・後日回答を要する意見への対応については、

所管委員会で検討を行い、必要に応じて議会だ

より、ホームページで回答する。議会報告会の

開催時に回答方法についてフロー図を配布の

うえ説明し、議会の対応方法の周知を図る。 
・議員個人の見解を問う質問は議員個人の対応

とする。 

②「市民の意見を議会活動に反映させる」に関して 
（課題点） 
聴取した意見を所管委員会へ送付するのみで、議会

としての意見処理後の対応が未整備ではないか。（ホ

ームページ公開内容、調査回答の取扱い等も含めて） 
（方向性） 
所管委員会の意見処理結果を議会として共有し、広

報や政策提言に生かしていくような仕組みづくりが

必要である。また、所管委員会で整理できない場合等

もあり、議会としての対応を協議すべきである。 
 

・広報や政策提言に生かしていくよう、聴取し

た意見については、各委員会等で十分に協議

し、議会全体で共有していく。 

③「市民との意見交換の場を多様に設ける」に関して 
（課題点） 
各種団体との意見交換会の実施に関して、目的を持

たずに意見交換会を行っても成果をあげることはで

きない。市政の課題に沿ってピックアップしたテーマ

に絞って行うべきであり、対象となる団体も多種多様

にある中、取組方法について整理すべきではないか。 
（方向性） 
 意見交換会の目的の明確化、取組方法に関して整理

すべきである。 
 

・今年度からわがまちトークの開催希望があっ

た際は、事前に希望する団体と打ち合わせ及び

調整を行い、目的・テーマを決定した後に実施

している。 
・各種団体については、今年度の開催希望がな

く、今後広報の充実に努める。 



 

 

●政策研究会の改正 

（前回の検討経過に基づく方向性） 

 

１ 議会基本条例の改正案について 

＜ポイント＞ 

・政策研究会は、会派活動の延長上の活動形態として、議会基本条例に位置付ける。 

→ 議員の活動原則として、政策立案等に積極的に取組む姿勢を明らかにするとともに、

議会活動を支援する組織として位置付けるため、議会基本条例の会派規定に次いで、

政策研究会を新たに規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運用基準における規定（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 議会及び議員の活動原則 

（会派） 

第５条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 

２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。 

【追加】 

（政策研究会） 

第５条の２ 議員は、特定の市政の課題について会派を超えて共同して調査研究を行うため、

政策研究会を結成することができる。 

２ 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具現化を図り、活動の成果を議会活動に反映す

るよう努めるものとする。 

 

2 の 2 政策研究会 

 条例第 5条の 2に規定する政策研究会の運用は、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 政策研究会の所掌事項は、次のとおりとする。 

①政策的条例案の策定に関すること。 

②市長その他の執行機関に対する政策提言に関すること。 

⑵ 政策研究会を結成しようとするときは、同一の会派に属しない３人以上の議員が政策研

究のテーマと期間を設定して、幹事会を通じて参加する議員を呼びかけるものとし、賛同

する議員により結成するものとする。 

⑶ 政策研究会を結成したときは、その代表者は、政策研究会結成届により、議長にその旨

を届け出なければならない。 

⑷ 議長は、前号の届出を受けた時は、その内容を市民に公表するものとする。 

⑸ 政策研究会は、政務活動費の範囲で活動し、議員派遣等は行わないものとする。 

⑹ 政策研究会の代表者は、政策研究会の届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨

を議長に届け出るものとする。 

⑺ 政策研究会は、その活動結果を議長に報告するものとする。 



 

 

【参考】 

 

従前申合せ（会議規則改正前） 

 

先例・申合せ 203 

政策立案及び提言の具現化を図るため政策研究会を次のとおり設置する。 

【目的】 

市の施策及び事務事業に関する政策研究活動を行うこと。 

【設置趣旨】 

政策研究に取組み政策立案及び提言の具現化を図るため、亀岡市議会に政策研究会を置く。 

【所掌事項】 

⑴ 政策的条例案の策定に関すること。 

⑵ 市長その他の執行機関に対する政策提言に関すること。 

【構成】 

研究会は３人以上の議員が政策研究のテーマと期間を設定し、議会運営委員会の承認を経て結

成する。 

【運用】 

⑴ 研究会は研究成果を議会運営委員会に報告する。 

⑵ 議会運営委員会は研究成果の取扱い方法を決定する。 



＜案＞ 

平成２８年１２月  日 
 
亀岡市議会議長 西口 純生 様 

 
 

亀岡市議会            
 議会運営委員長 堤  松男   

 
 

亀岡市議会基本条例の検証について（答申） 

 

平成２７年３月９日に貴職から諮問を受けました亀岡市議会基本条例の検証

については、同条例第２４条の規定に基づき、今年度、議会運営委員会におい

て、下記のとおり条例の目的達成状況の検証及び見直しの検討を行い、その結

果をまとめましたので、ここに答申いたします。 

 

記 

 
１ 条例の目的達成状況の検証について 

（１）検証の実施について 

   検証は自己評価によるものとし、条項ごとに、関連する具体的方策、現

状の課題等を確認したうえで、３段階（Ａ達成・Ｂ一部達成・Ｃ未達成）

で各条項の目的達成状況を評価した。また、各条項における今後の方向性

について、「継続」・「取組検討」・「条項改正」等の区分に分類し、見直しの

検討項目の抽出を行った。 
 
（２）各条項の達成状況の検証結果及び今後の方向性の分類結果について 

 別紙「議会基本条例検証結果一覧」のとおり  

＜検証結果の概要＞ 

 ①評価の結果（全４５項目） 

・Ａ（達成）：４２項目 
・Ｂ（一部達成）：２項目 
・Ｃ（未達成）：該当なし 
・評価対象外：１項目 
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②今後の方向性の分類結果について 

・「継続」：４０項目（うち特に意見を付したもの：５項目） 
・「取組検討」等：５項目（「条項改正」を含む） 
 
③今後の方向性に関して特に意見を付した項目等について 

 （上記１０項目（あらかじめ議会活性化項目にしている意見を除く。）） 
№ 条項 趣旨 分類結果 方向性の意見 

① ６② 
積極的な情報

公開 

Ａ 

継続 

〇議会活性化項目に追加 

・議場システムの老朽化更新 

・委員会中継（配信）の拡充 

・会議録のタイムリーな公開 

② ７① 
議会報告会の

開催 

Ａ 

取組検討 

〇後日回答、意見処理対応等の取扱につい

て、議運の意見を広報広聴会議に送付し、

検討を依頼する。 

③ ７② 
意見交換会の

開催 

Ａ 

継続 

〇意見交換会の目的を明確化し、取組方法

に関して整理するよう、広報広聴会議に

報告する。 

④ ９② 
予算及び決算

審査資料 

Ａ 

継続 

〇追加資料を請求した事項については、次

年度以降の説明資料作成に配慮されるよ

う、議長から市長に申し入れる。 

⑤ 10-2 
閉会中の文書

質問 

Ａ 

条項改正 

取組検討 

〇現行の会期制のもとで導入目的を実現す

る手法として、議会を実施主体に改め、

運用を検討する。 

⑥ 13① 
定例会の回数

及び会期 

Ａ 

継続 

〇通年議会の導入検討（議会活性化項目）

に「２期制」を含め、会期の見直しを継

続して検討する。 

⑦ 14② 
議案審議にお

ける自由討議 

概ねＡ 

取組検討 

〇議案審査等における委員間討議の実施要

領を運用基準で整備する。 

⑧ 14③ 
政策立案等の

積極化 

Ｂ 

取組検討 
〇政策研究会のあり方を検討する。 

⑨ １５ 委員会の調査 
Ｂ 

取組検討 

〇監査委員は常任委員に就任する。 

〇正副委員長任期は、当面申合せのとおり

運用し、来期における見直しとする。 

⑩ １６ 
効果的な広報

広聴 

Ａ 

継続 

〇条文に沿って今後どのように充実するの

かという課題がある。 
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２ 見直しの検討（今後の方向性）について 

上記１０項目の意見に基づき、見直しの検討事項を抽出して、今後の方向性

に関する具体的な方策等を検討した。 
 

（１）見直しの検討事項、検討結果について  

 ①情報公開、情報提供の推進について（第６条第２項関係） 

検討事項 
①議会中継に係る議場設備の老朽化更新、委員会中継（配信）の拡充

及び会議録作成処理の検討 

②議会映像配信の運用におけるスマートデバイス対応 

検討趣旨 

既設設備の老朽化（安定性の確保）への対応については、議会中継

の契約更新（改選期（H31.1））と合わせて見直しを図る必要がある。

ただし、最近のスマートデバイスの利用変化や最新ブラウザの普及を

踏まえ、映像視聴の利便性が図れない状況が続くことから、現状でそ

れらへの対応を検討する。 

検討結果 
（方向性） 

①議会活性化項目に追加して検討する。 
②来年度からスマートデバイスに対応することとし、過去映像の配信

については、直近１年分のみをデータ移行する。 
 （平成２９年度当初予算要望） 

 
 ②議会報告会の開催について（第７条第１項関係） 

検討事項 回答方法、意見処理対応等の取扱い 

検討趣旨 

議会報告会の意見対応に関して、当日回答できない場合や議員個人

の見解を問われた場合の対応、議会活動への反映のしくみ等を明確化

すべきである。議会基本条例運用基準を整備するため、広報広聴会議

に検討を依頼する。 

検討結果 
（方向性） 

広報広聴会議の検討結果を踏まえ、運用基準の整備を検討する。 
（議会基本条例運用基準の整備） 

 
 ③意見交換会の開催について（第７条第２項関係） 

検討事項 意見交換会の目的、取組方法の整理 

検討趣旨 
意見交換会の開催に関して、その目的や取組方法を整理すべきであ

ることを広報広聴会議に報告し、検討を依頼する。 

検討結果 
（方向性） 

広報広聴会議の検討結果を踏まえ、運用基準の整備を検討する。 
（議会基本条例運用基準の整備） 
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 ④予算及び決算審査資料について（第９条第２項関係） 

検討事項 
追加資料を請求した事項については、次年度以降の説明資料作成に

配慮されるよう、議長から市長に申し入れる。 

検討結果 
（方向性） 

決算審査の総括を踏まえて対応する。 

 
 ⑤文書質問について（第１０条の２関係） 

検討事項 
現行の会期制のもとで文書質問の導入目的を実現するため、議会を

実施主体に運用を改める場合の制度構築 

検討趣旨 

閉会中における議員の質問権の行使は、法制上では事実上の取扱い

となること、また、制度の導入目的の実現に向けては議会の調査機能

の拡充により取組むべきことから、議会を実施主体として、閉会期間

中においても議会の権限として実施できる具体的な方策を検討する。 
その結果に基づき、条文改正案を検討する。 

検討結果 
（方向性） 

文書質問制度は、議会の調査権限により実施するものとしてその制

度設計を改め、委員会の閉会中の継続審査等を活用して実施するもの

とする。また、議会の意思形成は、議会運営委員会又は所管委員会の

決定によることを基本として、具体的な実施方法等は、議会基本条例

運用基準で整備する。 
条文規定については、文書質問制度を柔軟に運用していけるような

内容に見直し、条例改正を提案する。 
（議会基本条例の一部改正・議会基本条例運用基準の整備） 

 
 ⑥会期の見直しについて（第１３条関係） 

検討事項 ２期制の導入検討 

検討結果 
（方向性） 

議会活性化項目（通年議会の導入）に追加して、検討する。 

 
 ⑦議員間自由討議について（第１４条第２項関係） 

検討事項 議案審査等における委員間討議の実施 

検討趣旨 
討議の目的を議員間で共有した上で、実質的な討議が行われ、円滑

な議事運営がなされるよう、議案審査における委員間討議の実施要領

を検討する。 
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検討結果 
（方向性） 

委員間討議の実施目的、審査順序及び討議方法等を、運用基準で明

確化する。 
（議会基本条例運用基準の整備） 

  

⑧政策研究会のあり方（第１４条第３項関係） 

検討事項 政策研究会の位置付け 

検討趣旨 

政策研究会の結成・活動の柔軟性を重視するため、平成２８年３月、

会議規則を改正して「協議調整の場」から削除したことにより、現在

は活動上の位置付けがない状態となっている。 

政策研究会のあり方を見直し、必要があれば議会基本条例への位置

付けを検討する。 

検討結果 
（方向性） 

これまでの結成・活動実績等を踏まえ、政策研究会は、会派活動の

延長上の活動形態とみなすものとする。ただし、基本条例に規定する

ことにより、議員として政策立案に積極的に取組む姿勢がより明確と

なり、議員活動として支援されることから、議会基本条例の会派規定

に次いで、新たに政策研究会を規定する内容で条例改正を提案する。 
また、その活動は政務活動費の範囲で対応するものとして、結成方

法、活動内容等を運用基準で明確化する。 
（議会基本条例の一部改正・議会基本条例運用基準の整備） 

 
 ⑨監査委員の常任委員就任等（第１５条関係） 

検討事項 監査委員の常任委員就任 

検討趣旨 

現在、監査委員は常任委員会に所属しないこととしているが、実際

には常任委員会に参加している現状があり、行政視察への同行・会議

出席時の取扱いや、議会人事・構成の変更の複雑化・不安定性等が問

題となっている。 

常任委員就任義務の立法経緯や議員定数削減等を踏まえ、委員会の

体制整備、議員の職務権限の発揮を図る観点からも、常任委員に就任

する方向で見直しを検討する。 

検討結果 
（方向性） 

議長を除き議員は常任委員会に所属するものとして、環境厚生常任

委員会の定数を変更することとし、委員会条例の改正を提案する。 
また、常任委員の任期満了による改選手続きへの影響等も考慮し、

現監査委員の常任委員会所属は、平成２９年１月からを予定とする。 
（委員会条例の一部改正） 
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 ⑩多様な手段を活用した効果的な広報広聴（第１６条関係） 

検討事項 
議会映像配信スマートデバイス対応（検討事項①）を踏まえ、市議

会だよりのスマートデバイス対応ソフトの導入 

検討趣旨 
検討事項①「情報公開、情報提供の推進について」の検討趣旨と同

様、市議会だよりのスマートデバイス対応について導入を検討する。 

検討結果 
（方向性） 

議会映像配信スマートデバイスとの連動を視野に、市議会だよりの

スマートデバイス対応版を導入する。 
 （平成２９年度当初予算要望） 

 
 
（２）見直しの検討結果に基づく所要の措置について 

  以上の検討経過を踏まえ、議会基本条例第２４条の規定に基づく所要の措

置として、今後、次の事項を講じるものとする。 
 
 ①議会基本条例の一部改正（平成２８年１２月定例会で提案） 

 ・閉会中の文書質問（第１０条の２）の改正 
 ・政策研究会の追加（第５条（会派）と関連して規定（第５条の２新設）） 
  
 ②議会基本条例運用基準の整備 

 ・議会報告会の意見対応等の明確化（第７条） 
 ・議会を主体とした文書質問の実施方法等（第１０条の２） 
 ・政策研究会の結成・活動方法等（第５条の２） 
 ・議案審査における委員間討議の実施方法等（第１４条第２項） 
 
 ③委員会条例の一部改正（平成２８年１２月定例会で提案） 

 ・議長を除く議員の常任委員就任規定の追加（監査委員の常任委員会所属） 
 ・環境厚生常任委員会の定数変更（１人増） 
  
 ④平成２９年度予算要求 

 ・議会映像配信及び市議会だよりのスマートデバイス対応 
  
 ⑤議会活性化項目に追加して検討 

 ・議会中継に係る議場設備の老朽化更新・委員会中継（配信）の拡充 
・会議録作成処理（効率化） 

 ・会期の見直し（２期制の導入） 



●議会基本条例運用基準の見直しについて 

改正事項 

（１）文書質問［第１０条の２関係］ 

→改正内容確認済（11月 18 日） 

（２）自由討議（議案審査等における委員間討議）［第１４条関係］ 

   →改正内容確認済（11月 18 日） 

（３）政策研究会［第５条の２（予定）］ 

   →改正内容確認（資料別紙№3） 

（４）議会報告会等［第７条関係］ 

   →取組検討項目 

（５）その他 

 

※議会報告会等に係る運用基準見直しを行う場合の改正事項（案） 

 （広報広聴会議の検討状況を踏まえた対応） 

○実施方法 

（現 行）要綱を定めて実施。 

（改正案）広報広聴会議が年間計画を企画立案し、議運の承認を得て実施。 

     その他、所管委員会等と連携して実施。 

○実施内容 

（現 行）規定なし 

（改正案）意見交換等に関して、出席する議員の留意事項を規定する。 

・意見交換の目的（意見聴取により議会活動に反映すること） 

・多くの参加者が発言できるよう配慮すること。 

・議会としての考え方や議論の経過の説明に努めること。 

（会派や議員個人としての見解を述べない。） 

・ただし、議員個人の見解を明らかにする必要がある場合は、議員個人により対応す

ること。 

・議会の立場で答えられない質問等については、その場において適切に対応すること。

（執行側の立場では対応しない。） 

・後日回答を求められた場合、個別の判断により対応しないこと。 

  （所管委員会等で協議する必要を踏まえる。） 

○事後対応 

（現 行）規定なし 

（改正案）①広報広聴会議は、聴取した意見を整理し対応方針（所管委員会送付等）を決定する。

また、その対応結果を議長に報告する。 

     ②議長は、その報告を踏まえて適切に対処するものとする。 

      （市長等への伝達、実施内容・対応状況の公開、広報等） 



 議第 号議案 

 

亀岡市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 

 

亀岡市議会基本条例（平成２２年亀岡市条例第１８号）の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

亀岡市議会基本条例の一部を改正する条例 

 

亀岡市議会基本条例（平成２２年亀岡市条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

 

目次中「第５条」を「第５条の２」に改める。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（政策研究会） 

第５条の２ 議員は、特定の市政の課題について会派を超えて共同

して調査研究を行うため、政策研究会を結成することができる。 

２ 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具現化を図り、活動の

成果を議会活動に反映するよう努めるものとする。 

 第１０条の２の見出し中「閉会中の」を削り、同条中「議員は、

閉会中に、市の一般事務について、議長の許可を得て」を「議会は、

市長等に対して、」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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亀岡市議会基本条例(平成22年亀岡市条例第18号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

目次 目次 

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条   ) 第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条の2) 

 (政策研究会) 
第5条の2 議員は、特定の市政の課題について会派を超えて共同して調

査研究を行うため、政策研究会を結成することができる。 
2 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具現化を図り、活動の成果を

議会活動に反映するよう努めるものとする。 

(閉会中の文書による質問) (        文書による質問) 

第10条の2 議員は、閉会中に、市の一般事務について、議長の許可を得

て文書により質問することができる。 
第10条の2 議会は、市長等に対して、                              

  文書により質問することができる。 

 



 議第 号議案 

 

亀岡市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

亀岡市議会委員会条例(昭和４８年亀岡市条例第４３号)の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

亀岡市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

亀岡市議会委員会条例(昭和４８年亀岡市条例第４３号)の一部を

次のように改正する。 

 

第２条の見出し中「常任委員会の名称」の前に「常任委員の所属、」

を加え、同条中「環境厚生常任委員会 ７人」を「環境厚生常任委

員会 ８人」に改め、同条を同条第２項とし、同項の前に次の１項

を加える。 

議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議

長は、常任委員とならないものとする。 

第３条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２  任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前３０日以 

内に行うことができる。 

第４条に次のただし書を加える。 

ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、

その改選による委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起

算する。 



第７条第４項中「第３条第２項」を「第３条第３項」に改める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際、改正前の亀岡市議会委員会条例(以下「改

正前の条例」という。)の規定に基づく環境厚生常任委員会の委員

長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の

亀岡市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に

基づく環境厚生常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引

き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基

づく常任委員会の委員長、副委員長及び委員の残任期間とする。 

３ この条例の施行の際、改正前の条例の規定に基づく環境厚生常

任委員会において継続審査及び調査中の事件は、改正後の条例の

規定に基づく環境厚生常任委員会に付議された継続事件とみなす。 
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亀岡市議会委員会条例(昭和48年亀岡市条例第43号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(                常任委員会の名称、委員の定数及びその所管) (常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管) 

第2条                                                          

                                      

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議

長は、常任委員とならないものとする。 

 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 

総務文教常任委員会 8人 総務文教常任委員会 8人 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

環境厚生常任委員会 7人 環境厚生常任委員会 8人 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略）  

産業建設常任委員会 7人 産業建設常任委員会 7人 

(1)～(5) （略）  (1)～(5) （略）  

(常任委員の任期) (常任委員の任期) 

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるま

で在任とする。 

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるま

で在任とする。 

 2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うこ

とができる。 

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算) (常任委員及び議会運営委員の任期の起算) 

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。  

                                                              

                                                               

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。た

だし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その

改選による委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 
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(委員の選任) (委員の選任) 

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員（以下「委員」という。）

は、議長が指名する。 

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員（以下「委員」という。）

は、議長が指名する。 

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。 

 

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。 

 

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変

更することができる。 

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変

更することができる。 

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例

による。 

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例

による。 

 附 則 
（施行期日） 

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例の施行の際、改正前の亀岡市議会委員会条例（以下「改正前の

条例」という。）の規定に基づく環境厚生常任委員会の委員長、副委員長

及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の亀岡市議会委員会条例

（以下「改正後の条例」という。）の規定に基づく環境厚生常任委員会の

委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、

改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員長、副委員長及び委員の残

任期間とする。 

3 この条例の施行の際、改正前の条例の規定に基づく環境厚生常任委員会

において継続審査及び調査中の事件は、改正後の条例の規定に基づく環境

厚生常任委員会に付議された継続事件とみなす。 

 


